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大
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刑

リ
カ
ア
ド
ウ
の
恐
怖
論

法
問
中
博
士

時

諭

我
闘
の
凶
富
及
び
困
民
所
得
争
論
ず

説

括

経
清
政
策
山
山
下
山
叫
超
此
的
目
標
に
就
い
て

珠
算
に
依
る
企
業
の
統
制

紳

帽

誠

融

叩
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濃
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財

産

生

命

保

除

( 

ー
) 

島

太

昌

:mlS 

財
産
生
命
保
仇
官
、
物
的
財
産
に
於
げ
る
金
銭
的
煩
備
の
維
持
及
び
回
復
を
目
的
ピ
す
る
所
の
財
産
保
険
で
ゐ

品
。
派
訴
は
袋
じ
紹
介
し
た
や
う
に

m
E
M
E
0
5
2
E
r
z
E口
問

ごい
u

ふ
凶
で
あ
る
か
ら
、

そ

ω
ま
、
夜
課
す
る

ご
物
生
命
保
険
ご
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
答
で
あ
る
が
、

か
〈

E
は‘

日
本
一
甜
ご

L
て
溜
常
で
な
い
か
ら
、
私
は

姑
〈
-
』
れ
を
別
産
生
命
保
険
=
却
附
す
る
の
で
あ
る
o

併
し
、

ぞ
の
調
は
ゆ
る
川
笠
庄
は
、

こ
の
保
険
の
場
合
仁
は
、

物
的
財
産
仁
限
ら
れ
、
無
形
財
産
、
例
へ
ば
貸
付
金

L

預
金
、
位
制
刷
、
投
資
、
曲
目
業
確
な
ど

ω財
産
は
、

険
ど
は
直
接
の
附
係
を
も
た
な
い
も

ω一
で
山
n
o
o

こ
の
保

こ

ω
保
険
L
T
也
、
財
虎
生
命
保
険
ご
名
づ
け
た
の
は
、
甚
に
非
常
減
的
な
回
目
解
に
基
〈
の
で
あ
っ
て
、
財
康
保
険

に
於
て
も
、
生
命
保
険
ご
同
様
に
長
期
の
契
約
に
よ
る
も

ωを
賀
行
ゼ
ん
ご
す
る
計
量
に
遊
感
す
る
た
め
に
、
物

的
財
産
に
も
、
人
間
正
問
機
に
、
生
命
が
ゐ
る
吉
見
倣
し
、

こ
れ
を
我
闘
に

τ謂
は
ゆ
る
養
老
保
険
ご
同
様
な
る

取
扱
ひ
の
下
に
泣
か
う
ご
[
た
所
に
ゐ
る
o

欣
仁
、

こ
れ
は
勿
論
生
命
保
険
で
は
な
〈
て
、
純
然
た
る
財
産
保
険

で
ゐ
る
ο

こ
の
保
険
を
行
っ
て
居
る
所
。
設
に
紹
介
し
た

Z
E
ω
z
rロ
〈

3
5
5
2ロ
沼
田
〉

E
2
1月=凶
n
z
h
(
家

fil~旨

設

倒
産
止
命
保
障

第
一
一
十
λ
巻

五

第

披

凹
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l;!lI:ns Heym~γ !l. Kl1rt Ehrenberg und llernhard B1au. Sachlebensver 
sic~eru..n!{ (~efl~_erhaltu~f;'~"，ersTche rung) ，--Sonderabdruck atlS dcm 
~ Assekuranz-]ahrbuch" Ed. 45・
Dorot"heenstrasse 31.. Derlin N、，V7. 

1) 
2) 

3) 



論

財
属
生
命
悌
除

第
二
十
八
巻

四
回

一占，、

議

第

貌

屋
生
命
保
険
株
式
曾
此
)
の
閥
係
者
の
な
か
に
は
、
財
産
に
も
生
命
が
ゐ
る
ご
い
ふ
見
解
を
逃
ぷ
る
も
の
が
あ
っ

て
‘
ξ
ω
説、

一
見
.
何
等
か
深
遠
な
る
理
論
に
基
〈
も

ω
、
如
き
外
形
を
呈
す
る
や
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
畢

一
覧
す
る
に
単
な
る
比
輪
以
外
に
は
意
味
な
き
も

j

の
で
あ
る
。

今
、
物
的
財
産
が
世
の
金
銭
的
慣
値
を
減
少
喪
失
す
る
場
合
を
分
け
て
見
る
ご
一
二
つ
ゐ
品
。
即
も
、
第
一
は
物

理
的
に
完
全
に
壊
損
ず
る
場
合
、
第
二
は
事
質
上
使
用
に
耐
え
古
る
に
至
品
場
合
、

そ
し
て
第
三
は
艇
協
胴
上
使
用

に
耐
え
F
る
に
至
る
場
合
で
ゐ
る
。

第
一
の
、
物
理
的
仁
完
全
に
壊
損
す
る
場
合
Z
レ
ふ
の
は
、
卸
も
調
は
ゆ
る
「
掛
カ
原
因
仁
よ
る
」

(
ι
z
R
F

志
宮
司
司
の

2
払
円
)
も

ω、
換
言
せ
ば
、
「
突
畿
的
な
強
力
な
原
因
」

(am司
5
N口
nzo
向。語
]
E
目。

C
E
n
F
O
)
に

よ
る
も
の
で
・
例
へ
ば
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
す
る
が
如
き
、
洪
水
に
よ
っ
て
倒
廃
す
る
が
如
き
こ
己
で
ゐ
る
。
財

産
生
命
保
険
は
か
〈
の
如
語
、
原
因
に
よ
る
損
害
を
も
引
受
り
な
い
揮
で
は
な
い
が
、
寧
ろ
そ
れ
は
特
約
に
よ
る
を

要
す
ご
し
て
居
る
の
で
ゐ
っ
て
、

こ
の
保
険
の
主
要
任
務
記
す
る
所
で
は
な
い
。

か
、
る
原
因
に
よ
る
も
の
は
、

従
来

ω火
災
保
険
ご
か
洪
水
保
険
己
か
い
ム
所
の
損
害
填
補
保
険

(mnzι
自
月
日
告
〈

2
2
Z
E一
尚
)
の
一
任
務
己

す
る
所
で
ゐ
る
。
財
産
生
命
保
険
は
、
究
に
過
よ
る
所

ω第
二
第
三
の
場
合
の
た
め
に
備
ふ
る
も
の
で
ゐ
っ
て
・

従
来
の
損
害
填
補
保
険
正
併
せ
行
は
れ
て
、
そ
れ
に
謝
す
る
補
充
的
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
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第
二
の
.
事
賃
上
使
用
に
耐
え

F
る
に
至
る
場
合
正
い
ふ
の
は
、
第
一
に
包
合
せ
ら
る
、
所

ω突
後
的
原
因
に

よ
る
も
の
を
除
い
た
以
外
に
於

τ、
主
に
物
理
的
悲
し
〈
は
化
率
的
め
緩
慢
な
る
作
用

Z
し
て
生
す
る
損
傷
で
あ

る。
こ
れ
に
は
ニ
つ
あ
っ
て
、
修
繕
の
可
能
な
る
損
傷
ご
自
然
的
腐
何
言
に
分
り
て
見
る
こ
ご
が
出
来
る
o
前
者

こ
の
保
険
に
於

τ、
可
修
損
傷

(gc-一
の
宮
ロ
出
会
包
2
0
L
2
H
w
m宮
E
E日旬。

rrp)古
名
づ
け
ら
れ
て
居
る

はも
の
で
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
屋
同
相
茸
の
水
漏
h
、
柱

ω串
岨
蝕
、
建
築
物
の
潟
潤
の
如
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
脅
し

て

こ
の
保
険
は
修
繕
費
的
現
制
支
抑
を
な
し
、
以
一
し
賞
訪
建
築
物

ω用
問
値
の
減
少
を
防
宮
、
そ
の
維
持
を
な
さ

し
め
る
o

こ
の
第
二
り
場
合
に
属
す
る
倒
値
減
少
に
謝
し
て
は
、
普
通

ω曾
計
上
の
取
扱
ひ
仁
於
て
は
、
毎
命
日
計

年
度
り
利
盆
の
う
ち
よ
り
修
繕
積
立
金
古
い
ふ
も
の
を
作
り
、
こ
れ
よ
り
、
必
要
の
場
合
的
支
出
を
な
す
の
が
合

理
的
や

h
方
で
あ
る
。

第
二

ω、
事
質
上
使
用
に
耐
え

F
る
に
至
る
場
合
E
い
ふ
こ
ご
に
属
す
る
自
然
的
腐
朽
ご
い
ム
の
は
、

こ
の
保

険
に
於
て
謂
ふ
所
の
使
用
の
結
川
端
正
し
て
生
ず
る
「
使
用
司
能
性
の
減
少
ま
た
は
喪
失
」
(
宮
山
口
含
吉
田
向
。
弘
司
〈
2
E

-
E昨
今
円
。
o
F
E
R
Z出
Z
m
E
5
に
よ
る
「
物
的
損
害
」

(
m
R
F
R広
庁
ロ
)
の
場
合
で
ゐ
る
。
卸
も
こ
の
保
険
事
業

ω

関
係
者
等
が
〉
『

EREmωω
の
『
注

g
z
い
ふ
も
の
で
ゐ
る
o

印
も
家
屋
や
般
帥
加
を
、

そ
の
使
用
可
能
の
年
限
を
伎

用
し
謹
し

τ、
最
早
や
使
用
じ
耐
え
ざ
る
仁
至
る
こ
正
で
あ
る
。
か
〈
の
如
き
が
呆
し
て
、
経
憐
上
の
意
味
に
於

て
損
害
ピ
い
ふ
べ
き
か
ど
ヨ
炉
は
な
の
大
に
疑
問
正
す
る
所
で
あ
っ
て
・
そ
し
て
そ
れ
が
た
め
ニ
の
保
険
の
性
質

E曲

震

四
五

財
産
企
命
保
険

第
二
十
入
品
官

七

第

棋
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諭

搭

財
産
生
命
慌
陰

第
二
十

λ
谷

入

都

都

凹，、

に
つ
い
て
も
、
獅
逸
に
於
り
る
こ

ω曾
枇
的
関
係
者
越
正
見
解
を
異
に
す
る
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
に
通
ぶ
る

-
』
古
、
す
る
。

か
〈
的
如
主
事
情
に
よ
40
岡
個
値

ω減
少
若
し
く
は
喪
失
に
謝
[
て
は
、
持
活

ω合
理
的
曾
計
仁
於

て
は
、
減
酬
明
鈎
却
(
ロ

4
2丸
山
E
C
三
〉
g
o
r
E
F
E凹
)
ご
い
ふ
方
法
に
よ
る
の
で
あ
る
。

第
一
ニ
の
、
経
務
上
使
用
に
耐
え

F
る
に
至
る
場
合
ピ
い
ふ

ωは
、
事
質
上
は
使
用
L
符
な
い
で
も
な
い
ー
が
・
経

情
的
採
算

ω上
に
於
工
は
使
用
に
耐
え
な
く
な
る
ご
い

L
場
合
で
あ
る
。
例
~
ぱ
、
生
産
力

ω大
き
い
新
ら
た
な

る
機
械
が
考
察
せ
ら
れ
た
結
果
ご
し
て
従
前
の
機
械
が
競
争
力
を
失
ひ
た
る
が
如
き
、
交
地
系
統
の
縫
兎
に
よ
り

従
来
繁
盛
で
あ
っ
た
応
舗
が
是
の
商
品
的
阪
貿
「
逝
せ
な
い
や
う
に
な
っ
た
場
合
の
如

E
で
あ
る
o

こ
れ
は
、
経

済
的
老
朽
ま
た
は
ミ
自
。

E
E
n
k
w
-
q
z
E
Eロ
問
ご
い

wは
る
、
、
こ
正
も
ゐ
っ
て
‘
建
物
に
つ
い
て
は
稀
に
し
か
起

ら
な
い
が
、
機
械
、
若
し
く
は
機
械
正
一
穂
を
な
す
椅
諮
物
、
例
へ
ば
船
舶
そ
の
他
の
交
通
機
関
仁
は
識
に
こ
れ

あ
る
所
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
経
済
上
使
用
仁
耐
え
古
る
に
至
る
ご
い
ふ
こ
ど
は
、
前
述

ω第
二
の
場
合
で
あ
る

使
一
串
質
上
用
に
耐
え

F
る
に
至
る
ご
い
ふ
こ
ご
よ

h
も
早
〈
起
る
を
常
ご
す
る
。
故
に
、
こ

ω事
情
に
よ
る
煩
値

の
減
少
若
し
(
は
喪
失
に
謝
し
て
は

や
は
hJ
前
仁
も
述
べ
七
滅
師
慣
鈎
却
の
方
法
が
行
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、

q
u
o
a

、

t
t
 い
つ
目
指
し
て
起
る
F
E
い
ふ
附
期
の
測
定
が
、
自
然
的
腐
朽
の
場
合
よ
り
も
、
困
難
で
ゐ
る
。
従
つ

τ、

減
圃
幌
鈎
却
の
如
〈
、
確
定

ω年
限
の
経
過
を
必
宇
要
す
る
方
法
は
、

こ
れ
に
劃
し
て
は
不
通
蛍
で
あ
る
。



財
産
生
命
保
険

ω任
務
正
す
る
所
は
、
右
に
越
よ
る
が
如
〈
、
普
通
の
合
理
的
な
る
品
目
計
手
続
に
於
て
は
、
修

る
じ
あ
る
o

放
に
、

繕
費
税
ま
や
減
川
個
鉛
却
の
方
法
に
よ
っ

τ行
は
れ
て
居
た
所
を
、
保
険
的
方
法
を
以
て
官
民
に
よ
り
よ
く
越
せ
し
む

こ
の
保
険
が
世
間
に
存
在
的
地
歩
を
占
め
得
る
が
た
め
じ
は
、
同
じ
物
的
財
産
じ
っ

Pτ
、

修
繕
費
的
積
立
若

L
く
は
滅
舗
鮒
却
を
行
ふ
よ
h
は
、
こ
の
保
険
に
加
入
す
る
方
が
幾
許
に
て
も
刺
盆
ゐ
る

b
の

で
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
Q

こ
の
駄
に
つ
い
て
は
可
伯
林
に
於
灯
る
前
述
の
曾
枇
の
閥
係
者
は
、
勿
論
こ
の
保
険
り
方

が
有
利
で
あ
る
ピ
ハ
Y

ふ
。
併
し
、

介
せ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ

ω駄
を
明
か
仁
す
る
が
た
め
仁
は

前
舗
の
家
民
生
命
保
険
株
式
曾
祉
の
家
尿
生
命
保
険
に
於
て
、

は
次
の
如
〈
で
ゐ
る
。

先
づ
こ
の
保
険
じ
於
り
る
保
険
料
を
紹

一
0
0
0馬
克
の
保
険
金
額
に
劃
す
る
保
険
料

家
屋
生
命
保
険
に
於
け
る
保
険
金
額
一

0
0
0馬
に
謝
す
る
一
ヶ
年
保
険
料
表
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四

ゴL
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F、四
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四
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凹
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八
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車
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一
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、
じ
λ
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八
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回
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一
六

一
四
、
大
凡
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五
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一
六
、
回
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一
士
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O
八
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プ
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七
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八
、
五
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九
、
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四
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五
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二二、
O
九

五六七

一間二、

o
一

一
六
八
、
四
三

ニ
O
五
、
四
九

夏
に
、
同
じ
〈
こ
の
保
険
曾
枇
が
行
ふ
所
の
一
般
機
械
生
命
保
険
に
つ
い
て
、
を
の
保
険
料
を
紹
介
す
れ
ば
、

突
の
如
く
で
あ
る
。

一
般
機
械
生
命
保
険
に
於
け
る
保
険
金
額
一

0
0
0馬
克
に
劃
す
る
一
ヶ
年
保
険
料
表

保

脆
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0年問

= -
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丸

二
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、
九
O

λ一

三五、
1
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四三、一

O

七

四
回
、
四
O

F、

六一一、七
O
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一
三
七
、
二
O

七

=一五、五
O

四
五
、
七
O

四五

四
七
、
ニ
O

四
λ
、λ
0

t 

穴

六、
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七

一五七、
1
1

穴

一六二

O

査

O
、五
O

五
二
、
五
O

五
回
、
六
O

六

七

O
、一
O

友電

一λ=一、凹
O

亙

豆六、
λ
0

豆

七
回
、
五
O

五

コニ
O
司王
O

回

一士、五
O

四

士
丸
、
士
O

論

今
・
右
の
家
屋
生
命
保
険
に
於
げ
る
料
棒
に
よ
・
り
て
、
そ
の
一
例
を
示
す
な
ら
ば
・
或
新
築
家
屋
に
つ
い

τ、

=一
λ
、ニ
O

三九、一

O

三
九
、
丸
O

寝

尉
産
生
命
保
険

第
二
十

λ
魯

冒ー

λ
豆、大
O

九二、
E
O
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0
、大
O

一一一

第
二
醜

四
九



誼

議

都
こ
す
凡
巻

五
O 

財
産
生
命
保
険

第

就

一
O
O、
0
0
0馬
克
の
保
険
金
額
を
以
て
五

O
年

ω家
屋
生
命
保
険
を
附
り
た
さ
す
る
。
然
る

εき
は
、
第
一

年
よ
り
第
五
年
に
至
る
五
グ
年
の
保
険
料
は
.
各
年
一
一
五

O
馬
克
、
そ
の
五
グ
年
聞
の
合
計
五
七
五

O
馬
克
で

あ
る
o

第
六
年
よ
り
第
五

O
年
の
四
十
五
グ
年
聞
は
、
各
年
一

O
入
ニ
南
町
克
、
を
の
合
計
四
入
、
六
九

O
馬
克
岬
で

あ
る
o

従
っ
て
、
支
抑
保
険
料
の
総
額
は
五
回
、
四
四

O
馬
克
Z
な
る
o

帥
も
、
被
保
険
者
は
、
こ
れ
だ
け
の
金

額
を
支
抑
P
A
P

ご
し
じ
ょ
っ

τ、
五

O
年
の
絡
ま
で
、
そ
の
捻
中
に
於
け
る
修
繕
填
補
金
支
挽
ひ
を
受
け
る
こ
Z
な

一
O
O、
0
0
0馬
克
を
受
取
る
こ
ど
、
な
る
の
で
あ
る
o
そ
し
て
・
か
く
の
如
き
場
合
仁
は
、

曾
枇
は
真
に
五

O
O馬
克

ω安
全
削
良
金

(mrzp止
日
早

nrz向
。
)
を
追
加
す
る
の
で
ゐ
る
か
ら
、
被
保
険
者
は

〈
経
過
す
れ
ば
、

結
局
一

0
0、五
0
0馬
克
を
受
取
る
こ
正
、
な
る
。
従
っ
て
、
被
保
険
者
は
支
抑
保
険
料
己
保
険
受
取
金
正
山
一

差
額
四
六
、

O
六
O
馬
克
だ
り
利
盆
す
る
誇
で
あ
h
・
且
つ
品
目
枇
は
、
そ
の
事
業
成
績
に
よ
b
τ
被
保
険
者
に
院

賞
を
支
抑
ム
己
い
ふ
こ
ピ
で
あ
る
か
ら
、
右
の
外
に
真
に
ζ
ω

配
皆
村
い
り
刺
盆
が
加
は
る
需
で
あ
る
ピ
い
ふ
。

右
の
計
算
に
於
て
は
、
単
純
な
る
減
傾
鈴
却
、
即
ち
鈎
却
金
額
を
議
定
年
限
で
除
し
て
得
る
商
を
以
て
各
年
の

Hoo-ncc 

鈴
却
積
立
金
正
す
る
方
法
、
具
鰻
的
に
言
へ
ば
、
有
の
場
合
、
毎
年

i
J
q
l
L
u
D
S
卸
主
一
千
馬
克
を
積

立
つ
る
山
に
比
ぷ
る
な
ら
ば
、
保
険

ω方
が
甚
ピ
有
利
に
見
え
る
。
併
し
乍
ら
、
保
険

ω場
令
に
於
て
は
、
被
保

険
者
が
支
挑

υた
る
保
険
制
軒
以
、
彼
め
利
用

L
得
F
る
師
別
で
あ
る
が
、
減
傾
鉛
却
の
場
合
仁
は
、
品
削
却
積
立
金

は
、
彼
自
ら
相
官
に
利
殖
し
得
る
所
で
あ
る
。
故
に
こ
の
保
険
ピ
減
痕
鈎
却
Z
の
比
較
を
な
す
に
は
、
軍
純
な
る

AlIg. V.B. ~ '3・

Allg目 V.B.9 14・
Sachlebensversicherung (Wer1cerhaltungsv，e:rsicherung) i Sonderabdruck 
uas dem .. Assekranz-Jahrbuch “Bd. 45.. S. 7ff. 

〉

}

}

1

2

3

 



鈴
却
・
法

2
1
4
(甲

山

1
5
に
於
け
る
計
算
を
基
礎
に
己
る
は
不
趨
一
時
国
で
め
っ

τ、
事
ろ
、
毎
年
館
一
却
金
正

し
t
積
立

τ
る
金
額
が
複
利
法
仁
よ

bτ
利
殖
せ
ら
れ
た
る
綿
額
が
、
会
鈴
却
金
額
正
同
一

Z
な
る
計
算
を
基
礎

ご
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
J

と
き
は
、
そ
の
鈴
却
金

ω
式
主
、

a
H
(
明、

1
3同
川
ト
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o

t

ら

込

同
l
h

a
は
即
ち
毎
年
均
等
な
る
鉛
却
金
‘
に
は
最
初
回
慣
額
、

v-は
n
年
後
に
於
り
る
償
額
(
最
終
償
額
)
.
R
は
z
e
T
利

率
ピ
す
る
所
ゆ
(
同
士
)
で
あ
っ
て
、
こ
の
会
式
は
、

閉
山

l
明日

H
Q
+
Q
L
4
十
ぬ
同
よ
J
E
-
-
:
・+
R
N
K市
a
l
J
Q
h
a
t
M
を
要

約
し
た
も
の
で
あ
る
。

私
は
、

A
1
.

試
み
に
、
こ
の
会
式
じ
」
り
紛
却
年
限
を
五
十
年
ピ

L
・

率
に
於

τ、
最
初
償
額
を
一

o
o
o
tし
、
最
絡
償
額
を

O
、

一O
O、

ニ
歩
、
=
一
歩
、
四
歩
及
び
五
歩
の
各
利

二
0
0、
三

O
Oの
四
段
に
品
川
も
、
毛

の
各
の
毎
年
の
鎗
却
割
合
を
求
め

τ見
た
。
す
る
正
、
そ
の
結
果
は
、
夫
の
如
ぐ
で
ゐ
る
。

一
0
0
0に
劃
す
る
五
十
年
複
利
鈎
却
訟
に
於
り
る
毎
年
の
鎗
却
積
立
割
合

一

歩

最
絡
倒
嗣
雫

一一、
λ
=

最
梓
慣
願
一

0
0

品
格
倒
翻
ニ

0
0

最
鮮
側
額
一
一
一

0
0

一O
、大岡

丸
、
四
五

λ
、二七

il' 

λ

、入五

七、九六

一虫、九九

七、

oλ

号
、

-

L

」，
F
4
F

四、
R
A

=一、=一回

1m 

歩

大、五五

五

;!)示

四、七七

回
、
二
丸

五
、
ニ
問

=一、八ニ

こ
れ
に
よ
る
己
、

前
掲
の
家
屋
生
命
保
険
に
於
け
る
保
険
料
が
五
十
年

ω保
険
期
間
の
も
の
に
於
T
、
保
険
金

論

軍主

財
産
生
命
保
険

第
エ
十
八
魯

一

第

韓

五



論

繊

財
産
生
命
保
晦

第
二
十
λ
巷

= 
回

集

担

五

額
一

O
O
O馬
克
に
品
到
し
、
最
初
の
五
グ
年
は
毎
年
、

一
一
、
五

O
馬
克

t
v
ふ
の
は
、
最
終
償
額
を
零
正
し
利

率
を
ニ
歩
ご
し
て
計
算
し
た
る
複
利
鈴
却
E
大
差
な

f
、
そ
の
第
六
年
以
後
の
保
険
料
一

O
、
入
二
一
烏
克
古
い
ふ

の
は
、
最
終
償
額
を
一

O
O馬
克
己

L
τ
、
や
は
h
ニ
歩
の
複
利
鈴
却
古
大
差
な
き
も
の
で
あ
る
。
放
に
、

歩

以
上
の
利
廻
り
で
複
利
運
用
が
出
来
る
な
ら
ば
、
滅
調
鈎
却
の
方
法
の
方
が
、
こ
の
家
屋
生
命
保
険
の
保
険
料
よ

り
も
官
官
別
で
あ
る
。
殊
に
若

L
、
五
歩
の
複
利
運
用
が
可
能
で
あ
る
ご
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
利
袋
の
差
は
大
な
る

も
の
己
な
る
。

併
し
乍
ら
、
減
債
鈴
却
は
五
十
年
後
に
於
げ
る
減
少
償
額
を
補
填
し
得
る
に
止
ま
る
も
の
で
、
こ
れ
に
は
そ
の

五
十
年
間
に
於
け
る
修
繕

ω費
用
が
入
っ

τ居
ら
な
い
。
家
屋
生
命
保
険
に
於
て
は
、
こ
の
修
繕
盤
的
支
給
を
す

る
。
併
し
そ
の
支
給
の
後
は
、
そ
れ
だ
り
保
険
金
額
を
減
少
す
る
ぜ
共
に
、
ま
た
爾
後
そ
の
割
合
に
膳
じ
て
保
険

料
金
減
額
す
る
。
放
に
・
こ
の
鮎
吃
考
慮
に
容
れ
て
比
較
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

是
ニ
で
、
例
へ
ば
、
前
記

ω被
保
険
一
家
屋
が
十
年
後
に
、
ニ

O
、
0
0
0馬
克
の
修
総
支
梯

οを
受
げ
た
芭
す

る
o

す
る
正
、
そ
の
後
は
、
保
険
金
額
は
入
。
、

0
0
0馬
克
ご
な
る
己
共
に
、
保
険
料
も
ニ
制
低
減
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
o

従
つ

τ・
こ
の
十
年
目
に
受
領
し
た
二

O
、
0
0
0馬
克
に
つ
い
て
言
へ
ば
.
そ
れ
は
従
前
支
梯
つ

た
保
険
料
の
二
割
に
嘗
る
金
緩
や
』
保
険
粋
ご
し
た
腕
の
保
険
金
額
ご
昆
τ
b
よ
い
。
然
る
ご
き
は
、
こ
の
二

O
、

0
0
0馬
克
に
岨
劃
し
て
支
掛
っ
た
保
険
料
は
、
一
一
、
二
三
二
馬
克
で
あ
る
O

(

一
一
五

O
馬
克
の
五
年
間
己
一

O
入



ニ
馬
克
の
五
年
間
ど
の
合
計
の
二
割
)

d

故
に
、
保
険
期
間
渦
丁
ま
で
に
修
繕
填
補
を
受
〈
る
場
合
を
考
慮
す
る

官
、
こ
の
保
険
の
方
が
有
利
モ
あ
る
三
百
は
れ
る
。

夏
に
、
他
の
一
例
を
・

岡田

-
1

一
O
、
0
0
0馬
克
の
機
械
に
つ
い

τ、

般
機
械
生
命
保
険

c 
ロ
〈

" E 
臣

官
Eト
ロ
E 
〈

" B 
n ロa

" E 
2 
U司

求
め
て
み
る。
今

こ
れ
が
減
債
総
却
及
び
修
鱒
積
立
を
な
す
場
合
正
、
『
』
れ
を
盲

こ
の
一
般
機
械
生
命
保
険
に
附
付
る
場
合
ご
を
比
較
す
る
に
、
そ
の
数
字
は
次
の
加
〈
で
あ
る
ご
い
ふ
叫

車
純
な
る
減
債
鈴
却
(
無
保
険

)ω
場
合

融

定

年

限

() 

年

錦

まp

申

五
% 

修

繕

提

申

a〆
70 

右
岡
者
骨
計
{
串

戸
金
割

岡、
O 七
() 0 七

OE OE 94 

余
年
阻
申
告
針
金
銅

郎
も
、
こ
の
軍
純
な
る
減
傾
鈴
却
の
場
合
に
は
、

費
が
必
要
ご
な
る
o

そ
の
代
'P
、
そ
れ
ら
の
積
立
金
は
、

は
利
殖

ι得
る
の
利
盆
が
め
る
。
併
し
・

主正
当主

O 
'f' 

査

年

ハ
活
再

r、
% 

O 
% 

タ6

ズ
タ4

四
回

= 、
O λλ  
「回大隠語
。定プミi%

、、ー
宝玉 二二 ニユ
O属五N~
Ci: oi;再

、、
O 四ニ
O喝。掲回
。定 Oit再

い
づ
れ
も
、
最
初
償
額
に
加
ふ
る
に
修
繕
費
だ
り
多
額
の
経

こ
れ
金
他
方
に
於
て
、
事
業
の
た
め
に
利
用
し
若
し
〈

論

尉
産
生
A
W
保
険

こ
れ
を
一

O
、
0
0
0馬
克
の
保
険
金
額
を
以

τ機
械
生
命
保
険
に
附

宜

叢

第
二
十

λ
巻

E 

第

抗
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誼

議

品
市
ニ
十
八
巻

王

四

事

揖

_. 
r、

助
産
生
命
保
険

り
る
正
共
に
、

一
部
分
の
減
傾
鉛
却
を
自
ら
行
ふ
ご
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
計
算
は
次
の
如
〈
で
ゐ
品
。

保
険
Z
減
回
明
鈎
却
E
を
併
せ
行
ふ
場
合

曲

四

定

年

限

J、
、
凡七一
。局四局主
。庖Jii.年

九一、、
プ竜 一 -
。属。尼 O
O慮。定年

九二、、
九二五
0_0 
oZ五E均

保

:iL 、
四五 ニ

O腸七. C> 
。定 C窓 年

歯

滅

理
却

f同・回、-園、
金各

句R
，ーー'ー，問、
制串

凹、
O ニ
0.0“ニ
0;: Ojt % 

、、
λO  エ
o c圃 0，.ニ
o 0葺O車両

、
]L 工二 ご三

O 五五
回 l‘~O施。庖出

O 四
0.0 回
clõ~ 拓

甑

一二、一
0
0

一一、九
0
0

A 
R 

首十

一
三
、
四

0
0

こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
ご
、
滅
山
間
鉛
却
だ
け
で
や
る
よ

b
も
、
機
械
生
命
保
険
ご
減
煩
鉛
却
古
を
併
せ
行
ふ
方

が
、
滋
定
年
限
ニ

O
年

ω
場
合
に
は
L

ハ
O
O馬、

一
五
年
の
場
合
に
は
つ
二

O
O馬
克

{
?
)
1
1他
己
比
般
し

て
ゐ
ま
・
り
不
釣
合
で
ゐ
る
か
ら
・
前
に
掲
げ
た
保
険
料
金
額
の
八
、
入

O
O馬
克
古
い
ふ
の
に
何
ら
か
の
説
ゐ
る

でか
あ ご

るも
0， )思

は
tL 
る

、

一
O
年
の
場
合
に
は
四

O
O馬
克
、
五
年

ω
場
合
に
は
一

O
O馬
克
の
利
盆
が
あ
る
諦

以
上
の
比
陵
よ
b
結
論
す
る
正
、
保
険
期
間
の
会
年
限
に
亘
っ
て
、
修
繕
の
必
要
全
〈
な
か
っ
仕
場
合
に
は
、

こ
の
保
険
-L
加
入
す
る
よ
り
も
・
自
ら
滅
使
館
却
を
行
ふ
方
が
利
袋
で
ゐ
る
。
併
し
・
修
絡
を
必
要
ご
す
る
場
合
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に
は
、
保
険

ω方
が
有
利
で
あ
る
o

元
来
、
修
繕
積
立
金
も
減
傾
鈎
却
金
も
、
毎
年
一
定
の
割
合
を
以
て
、
積
立

つ
る
の
で
あ
っ
て
、
年
を
経
な
り
れ
ば
相
蛍
の
額
に
上
る

ζ
F
r待
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
若
L
意
外
に

早
〈
巨
額

ω修
繕
を
必
要
ご
す
る
に
至
る
こ
ど
が
ゐ
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
領
を
支
排
す
る
こ
Z
が
出
来
な

ぃ
。
併
し
保
険
に
加
入
す
る

F
き
は
、
そ
の
必
要
観
的
支
給

ev受
け
る
ニ
ぜ
が
容
易
で
あ
る
。
こ
の
勤
は
卸
も
、

結
局
・
貯
蓄
己
保
険
正
の
比
較
ピ
岡
じ
事
柄
で
あ
っ
て
、
こ
の
財
産
生
命
保
険
も
や
は

h
・
修
繕

ω
必
要
が
偶
然

己
欄
腕
し
て
生
宇
る
も
の
で
あ
る
が
た
め
、
そ
の
存
在
が
必
要
Z
せ
ら
る
、
も
の
で
ゐ
品
。

s 
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右
「
鴻
H
A
品
所
ef
以

τ、
私
は
、
財
産
生
命
保
険
正
い
ふ
も
の
、
存
在
の
意
義
を
、
概
略
な
が
ら
明
か
に
し
た

積
h
で
ゐ
る
。
よ
っ
て
、
真
に
稿
を
改
め
、
ニ
の
保
険
芭
従
前
よ
り
存
在
す
る
各
保
険
Z
を
比
較
し
て
、
こ
の
保

険
の
性
質
を
明
か
に
し
ゃ
う
Z
思
ふ
。

|
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完
)
|
|

歯

鐘

財
産
生
命
保
険

第
二
十
λ
巷

ニ
一
品
七

都
ニ
説

王
宝

『保険本質論j第二版、第四章、第四庫、及V'第五草、節ニ節歩間1) 


